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1．事業の背景・目的

モデル実証事業では、まず、フリーランスの就業環境の整備のため、広告業協同
組合の加盟企業（協力企業）などからの声を踏まえ、モデルⅠからⅢの３つの取組
（モデル）を整理しました。

その後、協力企業には、ⅠからⅢのうちから任意のモデルを選択していただき、
モデル実証に取り組んでいただきました。

各協力企業がモデル実証に取り組むに当たっては、各モデルについて、様式例等
の「ひな形」を提示し、自社の状況等を踏まえて社内で検討してもらい、自社で実際
に活用できる様式にカスタマイズなどした上で、実際の運用につながっています。

フリーランスの方が安心して働ける就業環境を整備するため、フリーランス・
事業者間取引適正化等法（以下「フリーランス法」という。）が制定され、令和6
年11月に施行されました。フリーランスと取引をしている発注事業者において
は、それぞれ、この法に基づき就業環境整備に取り組まれているかと思います。

しかしながら、法に基づく就業環境の整備を進めていく中では、「どのように
進めていくのが効果的なのだろうか」などの戸惑いの声もあると伺っています。

今般、厚生労働省の「フリーランス就業環境整備事業」（令和６年度補正予算に
よる事業）の一環として、多くのフリーランスの方が活躍している広告業界、具
体的には広告業協同組合とその加盟企業の御協力を得て、法が求める就業環
境整備のうち、育児介護等と業務の両立に対する配慮（法第13条）やハラスメ
ント対策に係る体制整備（法第14条）について、就業環境改善に向けたモデル
実証事業を実施しました。

このモデル実証は、特定の取組を一律・画一的に導入することを目指すもので
はなく、参加企業の皆様が個々の実情を踏まえて取り組んでいただく中で得ら
れた気付きや工夫などを踏まえ、発注事業者の皆様がそれぞれ就業環境整備の
取組を進めていく際の糸口・材料を得ることをねらいとしています。

この報告書では、協力いただいた企業における取組のプロセスを整理すると
ともに、実際に使用した様式などについてもお示ししています。広告業界におい
てモデル的に取り組んだものではありますが、その内容は業界・業種を問わず、
就業環境整備を具体的に進めていく上でのヒントになるものと考えています。

新たに法に対応する必要が生じた発注事業者の皆様、また、就業環境の整備
を更に充実・進めていく発注事業者の皆様の、フリーランスに対する就業環境整
備に対する「解像度」を上げ、自社における環境整備を進めていく上での参考と
なれば幸いです。

２．モデル実証における取組（モデル）
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２．モデル実証における取組（モデル）

モデルⅢ

育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

＜内容＞
○ 妊娠・出産・育児・介護に関する配慮を申し出る際の簡便な様式を作成し、活用する。そ
の際、様式には、発注事業者として対応可能な配慮メニューの例を記載する。

【問題意識】
○ フリーランスから、どのように配慮を申し出ればよいのかわからない、どのような配慮
を申し出てよいかわからない、との声がある。

【ねらい】
○ 様式を用意することで、発注事業者にとっては配慮の申出があった場合の対応を事前

に一定程度整理することにつながり、「どう申し出ればよいかわからない」、「どのような配
慮を申し出てよいのかわからない」というフリーランスにとっては申出を行うハードルが
下がることを期待。

モデルⅡ

ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

＜内容＞
○ ハラスメントを実際に受けた・見聞きした方等から、通報・情報提供を受けやすい窓口

（WEB上のフォーム等を利用した目安箱）を設置。

【問題意識】
○ ハラスメント対策の体制が整備されていても、自ら言い出しにくい・相談しにくい場合

も想定され、また、相談に際して、定型的な書式があると相談しやすい、といった声も。

【ねらい】
○ ハラスメントについて、相談しやすい環境を整備する。また、本人のみならず、周囲から

ハラスメントについての情報を吸い上げる一助にもなる。

モデルⅠ

就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

＜内容＞
○ 育児介護等への配慮やハラスメント対策に関する自社の制度・取組について、業務委託
契約時等に配付し、発注担当者が簡単に説明できるような補助資料を作成し、活用。

【問題意識】
○ 育児介護等への配慮やハラスメント対策に関して、発注事業者が体制を整備していても、
フリーランスの認知度が十分でない場合や、発注事業者の担当者の理解が十分でない場
合もあるのではないか。

【ねらい】
○ 補助資料の作成・配付を通じて、フリーランスへの周知に加え、発注事業者内における法

への理解醸成にもつながることを期待。
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３.モデル実証のまとめ-①

(1)全体的なまとめ

■ モデル実証の実施
＜広告業協同組合に加盟する８社が参加＞

○ 今般のモデル実証には、広告業協同組合に加盟する企業8社に参加いただきましたが、

いずれの企業においてもフリーランス人材が事業運営上の重要な戦力として位置付けられ、
中には「フリーランスの方がいなければ事業が成り立たない」と述べる企業もありました。
参加企業の皆様には高い関心をもってモデル実証に参加していただき、改めて感謝申し上
げます。

＜３つのモデルから任意に取組を選択＞
○ モデル実証は、モデルⅠ（就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の
作成・配付）、モデルⅡ(ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置)、モデルⅢ
（育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供）の3つから各企業が

任意に取組を選択する形で実施しました。

■ 「ひな形」の提示による円滑な実施
＜所要期間は社内手続きを含め概ね１か月～、具体的な内容の検討そのものは数日程度＞

○ 当初は各企業における社内決裁等に時間を要し、中々取組が進まないのではないかの懸
念もありましたが、いずれの企業においても、概ね1か月～1か月半の期間で実装を完了し、
運用を開始することができており、概ね円滑に取組が進められました。

この「概ね1か月～1か月半」との期間については、組織的な取組を開始するために必要と
なる社内手続き等を含んだものであり、取組内容や関係資料等の検討・作成そのものに要
した期間をみると数日程度であり、実際、例えばモデルⅠの補助説明資料について、「担当
者が自社独自のアレンジを加えながら、2日で作成出来た」といったような声もありました。

＜円滑に実施できた要因として「ひな形」の存在を挙げる声＞

○ このように各企業で円滑な実施が可能であった要因としては、汎用性の高い「ひな型」を
提示し、そのひな形を各社の事情に応じてアレンジして利用してもらう形でモデルⅠ～Ⅲ
に取り組んでもらう形としたことが考えられます。

○ 参加企業の皆様からは、「ひな形」が提示されたことで実施すべき内容が明確となり、
「取り組みやすかった」との評価が多く寄せられました。「ひな形」については、連絡先等を
必要に応じてアレンジすれば即時に活用することもできる構成となっており、実際、ひな形
を最大限活用する形で取り組んだケースもありました。

■ フリーランスの就業環境整備の効果
＜フリーランスからも好評。法令の遵守に留まらず、事業運営へのプラスの効果も期待＞

○ 参加企業からは、「取引があるのは面識のあるフリーランスばかりのため、育児介護等へ
の配慮、ハラスメント対策についてあまり意識していなかったが、モデル実証の取組は改め
て考えるきっかけとなり、今後新たに契約するフリーランスの安心にもつながると思う」と
いった声や（D社）、「フリーランスの方から「ここまでしっかり取り組んでいる会社はあまり
ないです」、「安心感が得られました」などの反応があり、フリーランスの方からの信頼を得
ることにつながった」といった声（B社）などが寄せられており、フリーランス人材が事業運
営において重要な役割を果たす中、フリーランスの就業環境整備に取り組むことは、法令
の遵守に留まらず、発注事業者の事業運営にプラスの効果を及ぼすことも期待されます。
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３.モデル実証のまとめ-②

（２）モデルⅠ（就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付）に

ついて

■ 補助説明資料の内容・形式
＜説明内容に取引適正化の内容を含めたケースも＞

○ 就業環境整備についてのみならず、フリーランス法に基づく取引適正化の内容について
も一体化した説明資料を作成し、就業環境整備部分の内容チェックに「ひな形」を活用した
企業もありました。（B社）

■ 実際にハラスメントに関する相談があった場合の対応
＜実際に相談があった場合の対応は窓口担当者向けの研修動画も参考に＞

○ 「ひな形」を活用することで円滑に就業環境の整備を進めることは出来ると思うが、自社
従業員間でのハラスメント事案への対応などの経験がないと、実際に相談があった場合に
対応に悩む場面もあるのではないか、との声もありました。（G社）
この点、「フリーランス就業環境整備事業」の一環として、ハラスメント相談窓口対応者向け

に、相談対応の流れや相談対応の際の留意点を学ぶことができる研修動画を作成し、厚生
労働省HPに掲載されていますので、活用いただければと思います。

■ 育児介護等への配慮義務の対象・範囲・捉え方

＜契約期間に関わらず周知することで周知・説明に伴う実務的な負担軽減にも＞

○ フリーランス法第13条に基づく育児介護等への配慮については、法令上契約期間が６か
月以上（更新も含む）の場合は義務、６か月未満の場合は努力義務とされていますが、モデ
ル実証においては、契約期間が６か月以上・未満に関わらず、育児介護等への配慮について
周知しました。これは、法の趣旨を尊重するとともに、契約期間によってフリーランスへの周
知・説明内容を異ならせる実務的な負担を軽減することにもつながると考えられます。

＜法令に基づく指針で定める範囲よりも広く育児・介護等への配慮に取り組むケースも＞

○ 法令に基づく指針において、配慮義務の対象となる育児、介護の対象者は限定されてい
ます（育児：小学校就学前の子。介護：要介護状態（２週間以上にわたり常時介護を必要とす
る状態）にある家族（配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫））。

これを踏まえ、「ひな形」では指針が定める対象者を記載していましたが、フリーランスか
ら相談があれば、指針が定める対象者の範囲に限らず、育児介護等への配慮を検討すると
の考え方から、対象者を限定しない形で説明資料を作成した企業がありました。（F社）

＜申出内容を実現出来ない場合は代替案を検討、配慮が難しい場合にはその理由を説明＞

○ 当初、「フリーランスから配慮の申出があった場合、必ずその通りに応えなければならない
のではないか」と受け止めていた取組企業が一部見られました。（A社、G社）。この点につい
ては、法令上、必ずしも申出があった内容をそのまま実現する義務があるわけではなく、実
現できない場合には、代替案を検討し、配慮が難しい場合には、その理由を説明することで、
法が求める義務を果たすことになります。
「フリーランス就業環境整備事業」の一環として、フリーランス法に基づく育児介護等への

配慮やハラスメント対策について学ぶことができる研修動画を作成し、厚生労働省HPに掲
載されていますので、法への理解を深めるため、社内研修などに活用いただければと思い
ます。
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３. モデル実証のまとめ-③

■ 育児介護等への配慮可能メニューの整理
＜説明資料の作成を通じた配慮可能メニューの事前整理＞

○ 当初、モデルⅢの取組（育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提
供）を通じて、発注事業者における配慮可能メニューの事前整理がなされることを想定して
いましたが、モデル実証の状況を見ると、モデルⅢに取り組んでいない企業であっても、モ
デルⅠにおける育児介護等の配慮に関する説明資料の作成に当たり、「ひな形」における
「■具体的な配慮の例」の箇所について、取組企業それぞれの状況に応じた記載内容を検
討することを通じて、発注事業者における配慮可能メニューの事前整理がなされていまし
た。 （E社）

（３）モデルⅡ (ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置)について

■ハラスメントの相談フォームと育児介護等への配慮に関する相談フォームの一体化
＜ハラスメントの相談と育児介護等への配慮の相談に１つのフォームで対応するケースも＞

○ 当初モデルⅢ(育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供)に取
り組む予定はなかったが、モデルⅡの取組を検討する中で、モデルⅢの内容も包含した相
談フォームを作成した取組企業もありました。（C社、D社）

■ 外部の通報・相談窓口について
＜既存の従業員向けの外部相談窓口をフリーランスも対象とすることで円滑に対応＞

○ モデルⅡの検討を契機に、通報・相談窓口を社内のみならず、社外にも設置するかどう
かについて検討する取組企業もあり、外部窓口を設置した企業をみると、自社従業員向け
の外部相談窓口をフリーランスも対象とすることで円滑に対応していました。（A社、B社）

■ 通報・相談に当たっての記名・匿名の取扱いについて
＜迅速な事実確認・対応を重視する観点と心理的安全性を重視する観点から＞

○ 取組企業では、通報・相談に当たっての記名・匿名の扱いに関して、迅速な事実確認・対
応を重視する観点と通報・相談者の保護や心理的安全性を重視する観点とを踏まえながら、
検討が重ねられました。その中では、第三者からの通報については匿名を可能とし、相談に
ついては記名を原則とする取扱いとした企業や、詳しい事実把握など具体的な対応を希望
する場合には記名とする企業がありました。（H社：通報は匿名可、相談は記名、E社：事実
把握を希望する場合は記名）
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３. モデル実証のまとめ-④

（４）モデルⅢ(育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供)について

■「育児介護等への配慮には実質的にこれまでも取り組んでいた」との気付き
＜実質的にはこれまでも育児・介護への配慮を実施＞

○ 育児介護等への配慮について、フリーランス法で義務が課されることになったものでは
あるものの、「これまでも「こどもが小さいので、県外への取材はできない」といったような
フリーランスからの要望について現場で対応してきており、その延長線上の取組と捉えて
いる」 (C社）といった声や、「ひな形で示されていた配慮内容は既に実施している内容
だった」（A社）といった声がありました。

■配慮と業務の進捗状況報告をセットで
＜適切に配慮できるよう、フリーランスからの業務進捗状況の報告についても記載＞

○ 育児介護等への配慮を適切に行うためには情報共有が重要であるとの観点から、配慮
を講じる際には、業務の進捗状況を随時発注事業者に対して報告する必要があることを説
明資料に追加で盛り込み、明確化した取組企業がありました。 （G社）

■実態を踏まえ、書面での申出を前提としない柔軟な対応も。
＜「ひな形」では口頭やメールによる申出への対応も考慮＞

○ モデルⅢに関し、配慮の申出について、業務遂行の実態やこれまでの事例を踏まえると、
フリーランスの方が事業場に来た際に担当者と口頭でやりとりすることで十分対応できる
ため、自社では簡便な申出様式の作成は必須ではないと考えた企業もありました。（E社）

この点について、「ひな形」では、必ず申出様式を用いなければならないこととはせず、
担当者に口頭やメールで配慮を申し出ることも可能である旨を明記し、柔軟な対応をとる
ことが出来る内容としています。申出様式を事前に整理・用意しておくことを通じて、口頭
などで申出がされた場合に、発注事業者の担当者が申出内容を整理するときに活用する
ことや、フリーランスの方が配慮を申し出るときに担当者に伝達する最低限の情報の目安
となることも期待できます。
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４.むすびに

フリーランス法に基づく就業環境整備の取組については、「具体的にどのよう
に進めていけばよいか分からない」といった声も少なくないことから、このモデ
ル実証で用いた「ひな形」や実際に取組企業が作成・使用した様式などについて
は、就業環境整備の具体的な方法を可視化し、その実例を示すものとして意義
あるものと考えています。

このため、「ひな形」について、モデル実証事業を通じて把握した改善点や取組
企業の工夫を踏まえ、改めて整理し、参考資料としてまとめました。この「ひな
形」については、今回モデル実証を実施した広告業界に限らず、業界・業種を超
えて、フリーランスの就業環境改善に向けて取り組む企業の皆様の参考となる
ものと考えておりますので、ぜひとも活用いただければと思います。

最後に、モデル実証事業の実施に当たり、多大なるご協力をいただいた広告業
協同組合とその加盟企業の皆様に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。

（ 8 ）



【参考資料】 ひな形

① 育児介護等配慮に関する補助説明資料のひな形

② ハラスメント相談窓口に関する補助説明資料のひな形（表面・裏面）

③ 通報・情報提供を受けるWEBフォームの例

※ 特定のフォームの利用を指定するものではありませんので、各社において取り組み
やすい形で実施いただくことを想定しています。

④ 妊娠・出産・育児への配慮に関する申出書ひな形

⑤ 介護への配慮に関する申出書ひな形

⑥ 育児介護等への具体的な配慮を検討する際の着眼点の例

※ ①の「具体的な配慮の例」に記載する内容や④・⑤の「Q3.」に記載する配慮事項に
ついて、自社の実情等を踏まえた変更や追加等を検討する際の参考として下さい。

また、実際にフリーランスの方から配慮の申出があった場合に具体的な対応を検
討する際にも参考としていただければと思います。

◎参考資料「ひな形」一覧
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【参考資料】 ①育児介護等配慮に関する補助説明資料のひな形
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②ハラスメント相談窓口に関する補助説明資料のひな形（表面）【参考資料】
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②ハラスメント相談窓口に関する補助説明資料のひな形（裏面）【参考資料】
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③通報・情報提供を受けるWEBフォームの例
※特定のフォームの利用を指定するものではなく、各社において取り組みやすい形で実施してください。

【参考資料】

ハラスメントに関する相談フォームと
育児介護等への配慮に関する相談
フォームを一体化することも考えられ
ます。

このWEBフォーム例では、双方向でのやりとりが
前提となる相談については記名を基本とし、通報
については匿名でも可能とする形にしています。

実際にWEBフォームを作成する場合、相談・通報
に当たっての記名・匿名の取扱いについては、迅
速な事実確認・対応を重視する観点と通報・相談
する方の保護や心理的安全性を重視する観点と
のバランスを踏まえながら、自社の実情に応じて
検討して下さい。
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④妊娠・出産・育児への配慮に関する申出書ひな形【参考資料】
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⑤介護への配慮に関する申出書ひな形【参考資料】
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⑥育児介護等への具体的な配慮を検討する際の着眼点の例

育児介護等への具体的な配慮については、以下の着眼点の例も参考に
しながら、自社の実情等を踏まえて検討してください。

【参考資料】

育児介護等への具体的な配慮を検討する際の着眼点の例

1 フリーランスの事情を考慮して打合せの時間を調整できますか？

2 業務量を一時的に軽減する調整ができますか？

3 納期調整の相談には応じられますか？

4 長期案件の場合、業務分割や段階納品に切り替えることができますか？

5
急に業務に対応できなくなった場合の対応について、あらかじめ取り決め・話合いを
していますか？

6
突発的な休み（当日連絡など）があった場合、急なスケジュール変更に対応できます
か？

7 在宅やリモート・オンラインで就業したいとの希望がある場合に調整できますか？

8
非同期（チャット・メールなど）での連絡を基本にし、即時レスを求めない運用が
できますか？

9 柔軟な作業時間（日中に限らず、状況に応じて夜間など）を許容できますか？

10
短時間稼働（例 ：1日数時間）や短時間中断など、作業時間が変動することを
考慮できますか？

11 成果物の納入方法の変更（例：手渡し→郵送）の相談に応じられますか？

12
委託している業務をフリーランスに再委託している場合、フリーランスが申し出た
配慮内容について、自社に委託している上流事業者と調整できますか？

※ 上記項目に関するもの以外であっても、自社において取り組もうとする配慮があれ
ば、補助説明資料や申出様式に盛り込むことをご検討ください。
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……………… P１8 – P２４

……………… P２５ – Ｐ３３

……………… P３４ – P４０

……………… P４１ – P4４

……………… P４５ – P４９

……………… P５０ – P５５

……………… P5６ – P６１

……………… P6２ – P６７

５．参加企業における実施モデル一覧

１． WEB制作会社(Ａ社)

    

２． 人材サービス会社(Ｂ社)

    

３． 総合広告代理店(Ｃ社)

    

４． 求人広告代理店(Ｄ社)

    

５． ポスティング会社(Ｅ社)

    

６． 人材総合サービス会社(Ｆ社)

    

７． 求人広告代理店(Ｇ社)

    

８． マーケティング支援会社(Ｈ社)

モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

モデルⅠ
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取組体制

● 検討メンバー ３名 （代表者、開発部1名、財務部1名）

● 取組み工数 担当者３名×２日間程度の工数で周知までに至る （会議・作業）

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで4週間程度

● 代表取締役が検討メンバーに加わっていたため、意思決定・承認をスムースに実施できた。

● 日頃から、担当者のうち1名が、契約している社会保険労務士と密に相談している。

● 提供されたひな形は、汎用的・オーソドックスな内容で、自社用にアレンジしやすかった。

● ハラスメントの相談について、「窓口が社外にあると相談しやすい」との社会保険労務士からのアドバイスを踏

まえ、従業員向けの外部相談窓口についてフリーランスも利用することにした。

● 当初、フリーランス法の育児介護等への配慮義務について、「必ず申出内容どおりに対応しなければならない」

と誤解していた部分があったが、モデル実証の取組を通じて法の正しい理解につながった。

● ひな形で示されていた育児介護等への配慮内容は、既に対応しているものも多く、スムースに取組を進めるこ

とができた。

● 今回のモデル実証は、従業員の法令遵守に対する意識の向上、会社の取組姿勢の訴求などにつながる良い機

会となった。就業環境を整備することで、優秀な人材との継続的な関係を構築することにつながると考える。

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 妊娠・出産・育児・介護配慮に関する説明資料は、既存の従業員向け資料を利用し、休業補償が適用されない

など異なる部分はあるが、基本的に従業員と同様の配慮を検討する旨を説明。

● ハラスメント相談窓口に関する説明資料は、提供されたひな形をベースに作成。

【モデルⅡ】 ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

● 提供されたひな形を活用し、Googleフォームで作成。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● フリーランスの方が具体的にイメージしやすく、円滑に申請できるように、という観点から検討し、提供され

たひな形を活用することにした。

業務内容 Web・アプリ開発、システム構築・インフラ関連、クリエイティブ制作

従業員数 約40名程度

フリーランス人数 約５名 （1年毎に契約更新）

フリーランス業務内容 システムエンジニア （開発部門がフリーランスに委託）

会社概要

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

取組の概要

WEB制作会社(A社)０1

01
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制
作
会
社
社

(A
社

)
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モ
デ
ル
Ⅰ

ルール設定

ハラスメント相談窓口について
の説明資料は、提供されたひな
形をベースにすることに。

ひな形にある「その他お仕事を
するにあたり関係する方」という
部分を削除（自社のフリーランス
の業務内容上、上流事業者など
と関わる機会が無いため、フリー
ランスと自社従業員との関係を
念頭において記載を整理した）

ルール設定
及び運用方法確定

周知方法の設定
及び構築・運用

従業員・フリーランスが
参加する15分ほどの全
体会議を開き、その場で
周知した。

運用開始

1週目 2週目 4週目

モ
デ
ル
Ⅱ

ルール設定

ハラスメント被害者の嫌な記
憶に配慮し、通報・相談を受け
付ける段階では、詳細な内容の
記載を必須としないことにした。

匿名での通報も可能とした。
（通報のハードルを下げるため）

WEBフォームによる通報・相
談 の 受 付 は 、 社 内 相 談 窓 口
（メール）、外部相談窓口（電話）
と並存する形で整理。

通報書式の設定

モ
デ
ル
Ⅲ

ルール設定

ひな形を活用して実施
することとした。

また、ひな形に記載され
ている配慮内容のうち、
納期の記載については、
元々「納期の延長」という
記載であったが、フリーラ
ンスの業務内容を鑑み、
「納期の調整」という記載
にした。

申出書式の作成
及び運用

提供されたひな形を
活用して運用

運用開始

1週目

ひな形を参考にしつつ、
Googleフォームを使用して、
通報・相談窓口のフォームを
作成した。

周知方法の設定
及び構築・運用

従業員・フリーランスに
対してメールで周知

運用開始

4週目

WEB制作会社(A社)

1週目 2週目 4週目

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

育児介護等への配慮につい
ての説明資料は、既にある従
業員向けのものを利用し、休
業補償が適用されないなど
一部異なる部分はあるが、基
本的に従業員と同様の配慮
を検討する旨を説明すること
にした。

０1
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

WEB制作会社(A社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮）０1
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

WEB制作会社(A社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口）０1
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社
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

WEB制作会社(A社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム０1

01
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会
社
社

(A
社

)
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

WEB制作会社(A社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（妊娠・出産・育児等）０1
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

WEB制作会社(A社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（介護）

納期について「延長」と「調整」のいず
れが実際に対応可能かご検討いただいた
結果、「調整」となった。

０1
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取組体制

● 検討メンバー 2名 （人事部）

● 取組み工数 会議（約1時間）×２回、作業時間（約4時間）、合計で約6時間

● 取組み期間 全モデル実装に至るまで4週間程度

人材サービス会社(B社)

業務内容 採用支援・人事コンサルティング・採用ツール制作

従業員数 約180名

フリーランス人数 約15名 （3か月毎に契約更新）

フリーランス業務内容 画像制作、撮影、求人スカウト代行など （各部署がフリーランスに業務を発注）

会社概要

● 担当者が労務を兼任し、業務を通じてフリーランス法の知見を持っていた。

● 担当者（人事部2名）が主導し、代表取締役に報告する流れで進めた。顧問弁護士・顧問社会保険労務士に

相談・協議しながら取組を進めたこともあり、途中での方針変更、修正指示による工数は生じなかった。

● モデル実証を契機に、従業員向けに整備していた外部相談窓口や通報窓口の対応範囲をフリーランスに

も拡張し、相談や通報の体制を改めて整理した。

● 取引しているフリーランスからは、「ここまで対応する会社は稀」、「安心感がある」と好評を得ている。

● 取組を行う中でフリーランスから信頼を得られた点が印象的で、一緒に働く意識が一層高まった。

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 説明資料については、就業環境整備の内容と取引適正化の内容をまとめた独自のものを作成。提供され

たひな形は、内容のチェックに活用した。

【モデルⅡ】 ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

● 通報・相談窓口のツールや設置場所について検討し、自社ホームページに既存の「問い合わせフォーム」を

活用することにした。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 育児介護等の状況や要望する配慮などを把握できるように設計し、Microsoft Formsで申出書式を作

成。

取組の概要

０２
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モ
デ
ル
Ⅰ

従業員向けに利用している
EAPサービス機関を活用し、フ
リーランス向けにも外部相談相
談窓口を設置することに（社外
の方が相談しやすく、保健師や
カウンセラーなど専門家が対応
する安心感があるとの考え）。
※ EAP（Employee Assistance 
Program：従業員支援プログラム）

通報フォームは、ホーム
ページにある既存の「問い
合わせフォーム」を活用す
ることにした。

フリーランスからの問い
合わせであることが分か
るよう、通報する際の入力
内容のルール（入力する
「問い合わせ種別」など）
等も決定した。

周知方法の設定
及び構築・運用

フリーランスと従業員に
対して、メール、Teams
などで周知。

運用開始

1週目 2週目 4週目

モ
デ
ル
Ⅱ

通報書式の設定

2週目

モ
デ
ル
Ⅲ

記載項目洗い出し
及び運用方法確定

専用の育児介護等への配慮
申出フォームをMicrosoftＦ
ｏｒｍｓで作成することを決定。

また、そのフォーム内でフ
リーランスの希望を可能な限
り聞けるように項目を選定。

周知及び運用

フリーランスと従業員に対
して、メール、Teamsなど
で周知

運用開始

1週目

周知方法の設定
及び構築・運用

フリーランスと従業員に
対して、メール、Teams
などで周知。

運用開始

4週目

4週目

申出書式の作成
及び周知方法確定

育児介護等への配慮申出
フォームを作成。

周知については、モデルⅠ
の補助説明資料に追記して
周知を図ることに。

2週目

ハラスメント通報フォーム（モ
デルⅡ）、育児介護等への配慮
申出フォーム（モデルⅢ）の内容
について、説明資料に反映・盛
り込み。

記載項目洗い出し
及び運用方法確定

記載項目洗い出し
及び運用方法確定

1週目

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０２ 人材サービス会社(B社) 
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮部分）０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口）０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（モデルⅡフォーム記載部分）０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅢの様式(WEBフォーム)０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅢの様式(WEBフォーム)０２
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材サービス会社(B社)が実際に運用している
モデルⅢの様式(WEBフォーム)０２
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総合広告代理店(C社)

業務内容 広告・マーケティング、出版・メディア、求人メディア、人材紹介

従業員数 約１９０名

フリーランス人数 約３０名

フリーランス業務内容 原稿作成、カメラマン

会社概要

取組体制

● 検討メンバー ４名 （総務部）

● 取組み工数 工数は2～3日間程で、時間に換算すると20時間程度。

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで１０週間程度

● 総務部のメンバーで検討・決定し、取組を進めた（代表取締役などの承認を求める場面はなかった）。

● 定期的に親会社からグループ会社全体に教育資料が配布されており、フリーランス法についても関係資料

が親会社から提供されている。

● モデル実証の取組についてのフリーランスへの周知はメールで行ったが、連絡先については、制作部長へ

のヒアリングや編集部が保有しているフリーランス向け周知用のメーリングリストの提供を受けて、整理した。

● 実際にハラスメントの通報や相談が寄せられた場合には、既存の従業員に対するハラスメントへの対応プロ

セスをベースに対応することになると考えている。

● 育児介護等への配慮については、 これまでも「こどもが小さいので、県外への取材はできない」といったよ

うなフリーランスからの要望について現場で対応してきており、その延長線上の取組と捉えている。

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 既存の従業員向けの説明資料を活用してハラスメント相談窓口と育児介護等への配慮の内容を含むもの

を作成し、フリーランスについても基本的に従業員と同じように対応する旨を説明。

【モデルⅡ】 ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

● 日常的に使い慣れているツールであり、運用しやすい点からGoogleフォームで作成。

● フォームの内容については、提供されたひな型をほぼそのまま活用。具体的な例があったことでスムース

に設計できた。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 当初、実施予定はなかったが、モデルⅠ、Ⅱの取り組みを進める中で、就業環境を整備していく上では、モ

デルⅢについても取り組むことがより効果的だと考え、モデルⅡのWEBフォームと一体化する形で、配慮

の申出フォームを作成。

取組の概要

０３
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モ
デ
ル
Ⅰ

周知方法の設定及び構築・運用

1週目 ３週目

モ
デ
ル
Ⅱ

実装形態の見直し

1週目 ５週目

モ
デ
ル
Ⅲ

実施方針の見直し

５週目 １０週目

当初は自社サイトのお問い合わせフォームをハラスメ
ントの通報・相談窓口として活用する方針だったが、実
装に向け対応を進める中で、「ひな形」を使う方針に切
り替えた。提供フォームは設定が簡便であり、作業負担
が小さいと判断したためである。

１０週目

運用開始

当初、実施する予定はなかったが、モデルⅠ、Ⅱに取
り組む中で、就業環境を整備する観点ではモデルⅢに
も取り組むことがより効果的だと考え、実施を決定。

モデルⅡのWEBフォームと一体化する形で、配慮の申出
フォームを作成。

運用開始

従業員向けと同様の資料をフリーランスにも
使用。妊娠・出産・育児・介護への配慮について
は、同資料の末尾で言及。

フリーランスについても、基本的に従業員と同
じように対応する旨をフリーランスへの周知
メールに明記した。

運用開始

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

１０週目

総合広告代理店(C社) ０３
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

総合広告代理店(C社)が実際に運用している
モデルIの補助説明資料（育児介護等配慮、ハラスメント相談窓口）０３
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

総合広告代理店(C社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム（モデルⅢの様式も兼ねる）０３
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フォームのトップページ
「ハラスメント」選択後のページ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

総合広告代理店(C社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム（モデルⅢの様式も兼ねる）０３
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フォームのトップページ
「妊娠・出産・育児」選択後のページ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

総合広告代理店(C社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム（モデルⅢの様式も兼ねる）０３
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フォームのトップページ
「介護」選択後のページ

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

総合広告代理店(C社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム（モデルⅢの様式も兼ねる）０３
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求人広告代理店(D社)

業務内容 求人を中心とした各種メディアの広告制作として、コピー・ライティング、デザイン、
イラスト、動画、WEBまで幅広く対応

従業員数  約１０名

フリーランス人数  約１０名

フリーランス業務内容 求人広告の作成、画像デザイン、原稿ライティング他

会社概要

取組体制

● 検討メンバー 2名 （ホールディングス企業の管理部、常務取締役）

● 取組み工数 担当者２名×3日 担当が意思決定者だったため打合せ時にすぐに決定できた

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで6週間程度

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

● ひな形が示されたことで取組を実装することができたが、ひな形が無かったとしたら社内検討が困難だっ

たと思われる。検討に当たっては、外部の専門家（弁護士、社会保険労務士）に相談する場面はなく、自社内

で対応できた。

● 取引しているフリーランスの数が少ないこともあり、取組の周知のために取組内容のレジュメを作成し、配

付するともに、個別に取組内容について説明した（在宅のフリーランスには電話等で説明）。

● モデルⅡの取組を契機に、ハラスメント相談をWEBフォーム・電話・チャット・メールで相談を受け付ける形

に整理した。

● ハラスメント相談について、匿名での場合は事実確認などが難しいため、実際に相談があった場合にどこま

で対応できるか、といった点が悩ましい。

● 取引があるのは面識のあるフリーランスばかりのため、育児介護等への配慮、ハラスメント対策についてあ

まり意識していなかったが、モデル実証の取組は改めて考えるきっかけとなり、今後新たに契約するフリー

ランスの安心にもつながると思う。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 当初、実施しない予定だったが、モデルⅡのハラスメント通報・相談フォームを応用し、育児介護等への配

慮についても同一フォームで相談できるようにした。

【モデルⅡ】 ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

● 提供されたひな形をベースとして活用して、Googleフォームで作成。

取組の概要

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０４
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モ
デ
ル
Ⅱ

ルール設置
窓口の連絡先

構築
周知方法の検討

1週目 2週目

モ
デ
ル
Ⅲ

2週目

WEBフォームで相談を
受ける体制がなかったた
め、取り組むことを決定。

検討については、ホール
ディングス企業の管理部
と常務取締役を担当者と
する事を決定。

周知

レジュメの配付、個別
説明を通じて周知

運用
開始

6週目

実施について

当初、実施しない予定だったが、モデルⅡのハラスメントの
通報・相談フォームを応用することで、妊娠・出産・育児・介護
の相談もできるものを構築した。

モデルⅡ モデルⅢ

モ
デ
ル
Ⅰ

モデルⅠ

フォームは記名を基本に匿
名でも受け付ける運用

周知のためのレジュメを作
成

求人広告代理店(D社) ０４
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求人広告代理店(D社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム(モデルⅢの様式も兼ねる) モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０４
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

求人広告代理店(D社)が実際に運用している
モデルⅡの周知案内０４
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取組体制

● 検討メンバー 1名 （総務部）

● 取組み工数 1～2営業日 （打ち合わせ・会議・作業）

● 取組み期間 全モデル実装に至るまで7週間程度

業務内容 ポスティング

従業員数 ４０名

フリーランス人数 約100名 （70％のフリーランスが3年以上働いている）

フリーランス業務内容 ポスティング （フリーランスは各営業所に所属する）

会社概要

ポスティング会社(E社) 

● 代表者が多忙であることから、中々打ち合わせ時間が取れず、運用開始まで時間がかかった。

● 社会保険労務士とは日頃から月1回の定期ミーティングを行い、ハラスメント事案への対応など密な関係

を築いている。取組を検討するに当たって、不明点は担当者が自ら調べつつ、社会保険労務士などに相談

しながら対応した。

● 就業場所の掲示板に資料を掲示し、確認するよう口頭で促す形で取組内容をフリーランスに周知した。

● モデルⅡのWEBフォームでのハラスメント相談は、匿名での相談も可能とするが、詳しい事実把握など具

体的な対応を希望する場合には名前・メールアドレスの記載をお願いする形とした。

● モデルⅢ（育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供）については、業務遂行の実

態やこれまでの事例を踏まえると、フリーランスの方が事業場に来た際に担当者と口頭でやりとりするこ

とで十分対応できるため、自社では簡便な申出様式の作成は必須ではないと考え、実施しないこととした。

● 今回モデル実証に参加したことで、ハラスメント対策や育児介護等への配慮について、改めて環境整備が

できたことは良かった。 特に、育児介護等への配慮について、従来は現場での口頭のやりとりだけで対応

していたが、補助説明資料を作成し、書面として対応が明確化されたことはフリーランスからも好感を持っ

て受け止められているようだ。

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 提供されたひな形をベースに、自社の実情や対応可能な配慮内容などを考慮してカスタマイズした。

【モデルⅡ】 ハラスメントに関する通報・相談窓口（目安箱）の設置

● 提供されたひな形を参考に、Googleフォームで作成。

取組の概要

０５

（ 45 ）
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モ
デ
ル
Ⅰ

育児介護等への配慮の例を
自社の実情を踏まえて検討（ひ
な形中の「会議時間の調整」と
いう文言について、ポスティン
グという業務内容を踏まえて、
「出社・退社・会議時間の調整」
へと変更）

周知方法の設定
及び構築・運用

各営業所の掲示板に説明用
資料を掲示した。

あわせて、フリーランスには
個々に掲示板を確認するよう
口頭で促した。

運用開始

1週目 7週目

モ
デ
ル
Ⅱ

ルール設定
及び通報書式の設定

匿名での相談も可能とする
が、詳しい事実把握など具体

的な対応を希望する場合には、
その後の対応を想定し、名前と
メールアドレスを記載すること
とする。

Googleフォームを利用して、
WEBフォームを作成。

モ
デ
ル
Ⅲ

周知方法の設定
及び構築・運用

モデルⅠの説明資料にWEB
フォームのURLを追記し、周知

運用開始

７週目

記載項目洗い出し 記載項目洗い出し
及び運用方法確定

4週目

４週目

モデルⅡのハラスメント相談
のWEBフォームのURLを追記。

「ひな形」ベースに、自社の状
況に応じてアレンジした上で説
明用資料として使用することを
決定。

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢポスティング会社(E社) ０５

（ 46 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

ポスティング会社(E社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮）０５

（ 47 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

ポスティング会社(E社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口）０５

（ 48 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

ポスティング会社(E社)が実際に運用している
モデルⅡのWEBフォーム０５

（ 49 ）

05ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
会
社

(E
社

)



人材総合サービス会社(F社)

業務内容 人材サービス事業・リクルーティング事業・地域情報サービス事業・HRプラット
フォーム事業

従業員数 約1,60０名

フリーランス人数 約３０名程度

フリーランス業務内容 求人広告のメディア作成、カメラマン、デザイン

会社概要

取組体制

● 検討メンバー ３名 （リクルーティング事業本部、総務人事部、リスクマネジメント担当者）

● 取組み工数 工数は時間に換算すると１０時間程度。

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで８週間程度

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

● フリーランス法施行時にハラスメントへの対応についての方針を決定しており、モデル実証に取り組むに

当たっての論点は主に実施体制・方法の整理・確認に留まるため、取締役等の承認は不要とし、適宜報告し

ながら実施した。

● メール・電話を活用して検討メンバーの間で検討・調整し、月1回開催されるリスクマネジメント・コンプライ

アンスミーティングで取組内容の社内説明を行った。

● 総務人事部がフリーランスの管理を担当しているが、取引関係にあるフリーランスのリストや周知ルートが

整備されていたため、スムースに取組を周知することができた。

● 育児介護等への配慮について、フリーランスから相談があれば、法令に基づく指針で定められた対象者の

範囲に限らず配慮を検討する考えから、対象者を限定しない形でモデルⅠの説明資料を作成した。

● フリーランスは会社に相談しづらい点を考慮し、フリーランスとの意見交換を行いながら、相談しやすい環

境の整備を意識して取り組んだ。

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● ひな形をベースに、自社の実情を踏まえた文章、内容にカスタマイズして作成。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 自社の実情に応じた配慮事項を洗い出した上で、提供されたひな形を活用して実施。

取組の概要

０６

（ 50 ）
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モ
デ
ル
Ⅰ

育児介護等への配慮の対象
者の範囲について、法令に基
づき定められている範囲と
異なる場合でも必要に応じ
て対応する考えから、説明資
料において対象範囲の記載
はしないことにした。

記載項目洗い出し及び運用方法確定

「ひな形」をアレンジ
し、説明用資料として
使用することにした。

周知方法の設定
及び構築・運用

総務人事部がフリーランスの
管理を担当し、取引関係にあ
るフリーランスのリストや周知
ルートが整備されていたため、
説明用資料完成後、各部門で
の周知もスムースに行うこと
ができ、運用開始に至った。

運用開始

1週目 ４週目 ８週目

モ
デ
ル
Ⅱ

モ
デ
ル
Ⅲ

対応項目洗い出し

育児介護等への配慮として考え
られる内容については、ひな形を
参考に洗い出しを行った。

また、ひな形に記載されている
配慮内容について、申請があれば
おおむね対応可能であることを
確認した。納期については、業務
内容を鑑み、元々の記載の「納期
の延長」から「納期の調整」という
記載にした。

申出書式の作成 運用

総務人事部がフリーランス
の管理を担当し、取引関係
にあるフリーランスのリスト
や周知ルートが整備されて
いたため、各部門での周知
をスムースに行い、運用を開
始することができた。

運用開始

1週目 ４週目 ８週目

「ひな形」を申出書
式として活用するこ
とにした。

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ人材総合サービス会社(F社) ０６

（ 51 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材総合サービス会社(F社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮）０６

（ 52 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材総合サービス会社(F社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口）０６

裏面

表面

（ 53 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材総合サービス会社(F社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（妊娠・出産・育児等）０６

（ 54 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

人材総合サービス会社(F社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（介護）０６

（ 55 ）
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取組体制

● 検討メンバー 1名 （総務・財務担当）

● 取組み工数 2～3営業日 （会議・作業）

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで8週間程度（ただし、社屋移転のため中断した時期がある）

業務内容 求人広告専門の広告代理店

従業員数 約60名

フリーランス人数 ５名以下 （元従業員）

フリーランス業務内容 求人情報専門検索エンジンの使用方法の指導、助成金の申請業務
 （役員1名がフリーランスを管理）

会社概要

求人広告代理店(G社)

● モデル実証と会社移転の時期が重なり、運用開始までに時間を要した。

● 取組の方向性については、担当者と役員1名の間で検討・決定し、月1回開催される役員会で最終承認した。

● 担当者は経理が専門で、労務関係の知識が豊富というわけではなかったが、提供されたひな形を基に自社

の実情を踏まえてアレンジし、運用開始に至った。

● ハラスメントの相談について、事実確認のしやすさなどを踏まえ、基本的に名前を明らかにしてもらうこと

にした。匿名での通報は、事実確認が難しく、虚偽リスクなども懸念される。

● 「ひな形」を活用した就業環境整備は効果的だが、自社従業員間でのハラスメント事案への対応などの経験

がないと、実際にハラスメントの相談があった場合に対応に悩む場面もあるのではないか。

● 当初、フリーランス法の育児介護等への配慮義務について、「必ず申出内容どおりに対応しなければならな

い」と誤解していた部分があったが、モデル実証の取組を通じて法の正しい理解につながった。

● 適切に配慮を実施する上では情報共有が重要であることから、育児介護等への配慮の申出様式に、随時、

業務の進捗状況を報告してもらうことが必要である旨を追記した。

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 提供されたひな形を基に、自社の実情を踏まえてアレンジし、作成した。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 提供されたひな形にアレンジを加えて実施した。

取組の概要

０７

（ 56 ）
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モ
デ
ル
Ⅰ

ルール設定

ハラスメントの相談につ
いては、事実確認のしやす
さなどを考慮し、基本的に
名前を明らかにしてもらう
ことにした。

周知方法の設定
及び構築・運用

対象となるフリーランス
に対面で説明し、周知。

役員定例会で、役員、人事
にかかわる管理職を対象に
取組の周知を実施。

運用開始

1週目 ８週目

モ
デ
ル
Ⅱ

モ
デ
ル
Ⅲ

ルール設定
申出書式の作成
及び運用

7週目

記載項目洗い出し

総務部を担当として
取り組むことを決定

1週目 8週目

提供されたひな形を基に検討
し、「※事前に申し出てもらえれ
ば調整可能です。ただし、随時、
仕事の進捗情報の報告は必須と
させていただきます。」という注
意書きを追加。

社屋移転のため作業できず

対象となるフリーランスに
対面で説明し、周知。

役員定例会で、役員、人事
にかかわる管理職を対象に
取組の周知を実施。

運用開始

7週目
社屋移転のため作業できず

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ求人広告代理店(G社) ０７

（ 57 ）
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求人広告代理店(G社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮） モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０７

（ 58 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

求人広告代理店(G社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口）０７

（ 59 ）
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求人広告代理店(G社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（妊娠・出産・育児等） モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

納期について「延長」と「調整」の
いずれが実際に対応可能かご検討い
ただいた結果、「調整」となった。

０７

（ 60 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

求人広告代理店(G社)が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（介護）０７

（ 61 ）
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マーケティング支援会社(H社)

業務内容 市場調査・分析、マーケティング戦略立案、広告・プロモーション企画、
イベント・キャンペーン運営、WEB・PR・クリエイティブ開発

従業員数 約７０名

フリーランス人数 多数取引あり （各現場単位で管理）

フリーランス業務内容 イベント・キャンペーン運営

会社概要

取組体制

● 検討メンバー ３名 （代表者、管理部２名）

● 取組み工数 担当者２名×3日 検討時間含め１週間程度で運用に至る

● 取組み期間 全モデル運用開始に至るまで8週間程度

● 検討に当たって、外部の専門家（弁護士、社会保険労務士）に相談する場面はなく、自社内で対応できた。

● 担当者は、提供されたひな形や厚生労働省のサイトを活用して、経営会議、マネージャーを対象とした会

議で説明を行った。なお、社内説明に際しては、フリーランス法に基づく就業環境整備の取組だけでなく、

中小受託取引適正化法への対応についても関連するものとして一緒に説明した。

● 取組を進めるに当たって、提供されたひな形の存在は大きかった。一から考えろ、といわれると難し

かったと思う。

● 通報・相談に当たっての記名・匿名の扱いについて、第三社からの通報については匿名を可能とし、相談

については記名を原則とすることにした。

● イベント業務等でフリーランスに単発で委託するケースが多く、管理部では人数や過去の取引を詳細に

は把握しきれていない中で、今回の取組の周知対象をどこまでとするか（どこまで遡って過去に取引が

あったフリーランスを対象とするか、連絡先がわからないフリーランスをどうするか等）で悩んだが、令

和７年１０月頃以降に取引があったフリーランスを対象として周知した。

取組に当たっての実情・背景や取り組む中での工夫・気付きなど

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

【モデルⅠ】 就業環境整備に関する制度・取組についての補助説明資料の作成・配付

● 提供されたひな形をベースに作成した。

【モデルⅢ】 育児介護等への配慮可能メニューの整理と簡便な申出様式の提供

● 提供されたひな形を活用し、実施した。

取組の概要

０８
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モ
デ
ル
Ⅰ

記載項目洗い出し

ハラスメント相談窓口におけ
る、匿名での相談の取扱いに
ついて検討。

記載項目洗い出し
及び運用方法確定

ハラスメントの相談について、第
三者からの通報については匿名で
も可能とするが、相談については
記名を基本とすることにした。
（通報の場合は一方的に情報をも

らう形も想定されるが、相談となる
と双方向のやりとりが前提となる
ため）
資料には「第三者からの通報の場

合は匿名でも受け付けます」と記載。

周知方法の設定
及び構築・運用

経営会議（役員・管理職参
加）で説明。

コーポレートサイトに資料
を掲載し、社内には朝礼でサ
イト掲載の旨を伝達し、社外
には各部署の担当者からフ
リーランスの方に対し、自社
HPのURLをお知らせ。

運用開始

1週目 ４週目 ８週目

モ
デ
ル
Ⅱ

モ
デ
ル
Ⅲ

対応項目洗い出し

自社で考えられる配慮事項
を洗い出した。

また、ひな形で例示された
配慮内容について、申請があ
ればおおむね対応可能である
ことを確認した。

対応項目洗い出し

ひな形で例示された配慮
事項のうち、「納期の延長」と
いう記載について、延長とい
う対応が現実的でないケース
もあるため、表記を「納期の
延長」→「納期の調整」に変更。

申出書式の作成
及び運用

ひな形からの変更箇所を確定
させ、申出書式として確定。

経営会議（役員・管理職参加）
などで社内説明、フリーランスに
対しては、自社HPを活用して周
知。

運用開始

1週目 ４週目 ８週目

モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢマーケティング支援会社(H社) ０８
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マーケティング支援会社(H社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（育児介護等配慮） モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０８

（ 64 ）
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マーケティング支援会社(H社)が実際に運用している
モデルⅠの補助説明資料（ハラスメント相談窓口） モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０８

（ 65 ）

08マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
支
援
会
社

(H
社

)



マーケティング支援会社 H社が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（妊娠・出産・育児等） モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ０８

（ 66 ）
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モデルⅠ モデルⅡ モデルⅢ

マーケティング支援会社 H社が実際に運用している
モデルⅢの申出書式（介護）０８

（ 67 ）
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フリーランス法 第13条・第14条 について参考

第13条育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

（ 68 ）



第1４条ハラスメント対策に係る体制整備義務

（ 69 ）



参考リンク集 ※厚生労働省HPに遷移します

（ 70 ）



令和８年３月発行
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